
千厩酒のくらお客様駐車場における移動販売車出店者募集要項 

 

 １．概要  

（１）出店日 

   せんまや夜市開催日 

令和７年 

４月１２日(土)、５月１０日(土)、６月１４日(土)、７月１２日(土) 

８月１４日(木)、９月１３日(土)、１０月１１日(土) 

 

（２）場所 

千厩酒のくら交流施設お客様駐車場（千厩町千厩字町 37） 

※白石薬店様隣、小角食堂様向かい 

 

（３）時間 

【準備】16:00～17:3０  【販売】１８:００～２１:００ 

※せんまや夜市は１８:００～２１:００まで開催されます。 

※歩行者天国の交通規制のため、１７:５０～２１:００の間は出庫できません。 

※撤収は 22:00までに完了してください。 

 

（4）募集対象 

小型（軽トラックサイズ）および中型（ハイエースサイズ）キッチンカー 

※テント販売は受け付けておりません。 

 

（5）募集台数 

最大 5台 

 

（6）販売品目 

飲食物（自動車関係の営業（調理営業・販売業）で保健所より許可を得ているもの）。 

 

（7）出店料 

3,000円／日・台 

移動販売車の大きさや種類に関わらず、１店舗１台あたりの出店料とする。 

 

（8）出店料の支払方法 

千厩酒のくら交流施設事務所（売店内）で、出店日当日の 17:00までに現金にてお支払下さい。 

 

 

 



２．申請受付期間 

１カ月前の夜市開催日まで受付いたします。 

※４月開催分のみ 4/6(月)まで。 

   ※出店希望日ごとに申込していただきます。 

 

３．出店申込について 

（１）申込方法 

下記のGoogleフォームよりお申し込みください。 

初めて出店される方に限り、（２）の必要書類を、千厩酒のくら交流施設事務所（売店内）へ、持参 

またはメール、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法にてご提出ください。 

※電話や口頭でのお申し込みは受け付けておりません。 

※必要書類が揃っていない場合や不備がある場合は受付できませんので、予めご了承下さい。 

 

（２）必要書類 ※過去に千厩酒のくら交流施設に出店したことがある方は提出不要です。 

①販売商品等に関する説明書 

販売商品が分かるメニュー表などの資料をご提出ください。 

②保健所から交付された移動販売に係る営業許可証の写し（岩手県） 

③誓約書（別紙様式） 

 

４．出店の決定について 

   販売商品の重複など調整のうえ出店を決定し、１カ月前の夜市開催翌日までにメールにてご連絡 

いたします。 

   また、当日の配置につきましては、千厩酒のくら交流施設一任とさせていただきます。 

 

5．終了後の報告 

撤収作業終了後、出庫前に大凡の利用人数を、千厩酒のくら交流施設事務所（売店内）にご報告 

ください。 

 

６．出店のキャンセルについて 

   やむを得ず出店をキャンセルする場合は、出店日の１週間前までに千厩酒のくら交流施設へご連 

絡ください。 

キャンセル料は発生しません。 

 

7．その他留意事項 

①搬入・搬出は、安全面に最大限配慮し、出店者各自で行ってください。 

②電力、調理用の水、その他販売に関わるものは、出店者各自で用意してください。 

③調理に火気を使用する場合、必ず消火器を設置してください。 また、火を使った調理等は、必 

ず移動販売車内で行ってください。 



④出店者は、ごみ箱を移動販売車の直近のわかりやすい位置に必ず設置すること。また、移動販 

売車利用者には、せんまや夜市会場など隣接施設にごみを捨てることのないよう、十分に周知 

すること。なお、発生したごみは、排水とともに出店者が持ち帰ってください。 

⑤事前に届け出た営業許可証の内容以外の物品販売等は認めません。 

⑥周辺環境への配慮のため、煙や臭い、音や振動等は、極力抑えるように努めてください。 

⑦販売品についての事故や苦情は、出店者の責任とし、迅速に対応してください。 

⑧出店者はその責めに帰する理由により、出店場所の全部又は一部を滅失し、又は損傷したとき 

は、当該滅失又は損傷による損害額に相当する金額を損害賠償として管理者に支払ってくだ 

さい。 

⑨出店者は、出店場所の使用にあたり、管理者または第三者に損害を与えたときは、すべて自己 

の責任でその損害を賠償してください。 

⑩移動販売車の破損、紛失等、出店者又は出店者の従業員に損害を生じても、管理者は一切責任 

を負いません。 

⑪本要項に定めのない事項または疑義を生じた事項については、関係法令の定めるところによ 

るもののほか、管理者と出店者で協議の上、処理してください。 

⑫商品について、明確に説明できる担当者が出店すること。委託商品の販売や場所の又貸しは認 

めません。 

 

８．出店申込提出場所及び問合せ先 

〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方 134 千厩酒のくら交流施設 事務所（売店内） 

 【千厩酒のくら交流施設指定管理者】  

千厩まちづくり株式会社 

TEL 0191-53-2070  

FAX 0191-48-3296 

e-mail toiawase★sakenokura.com（★を＠に変換） 

 【休館日】 

毎週月曜日（祝日の場合は翌平日） 10:００～１７:００ 

mailto:toiawase@sakenokura.com

